
総合評価落札方式にかかる事務手引き
【建設工事】

改正内容

○適 用

令和６年６月１日以降の入札公告分から適用

・「過去4年間の工事成績の平均点」について、県発注
工事の実績を有しない場合は近畿地方整備局管内の和
歌山県内において施工された工事を含めて評価。

・予定価格（税抜き）５億円以上の工事に適用してい
た、「和歌山県発注工事の契約VEの採用実績の有無」
の評価を廃止。

・「継続教育（CPD）の取り組み状況について」

①主任（監理）技術者となりうる資格を明確化。

②証明書について、証明期間の最終日が対象期間内
（入札書提出日の3か月前から、入札書の提出日まで）
にない場合においても、対象期間内のいずれかの日に
各団体の推奨単位以上の取得が確認できるものは評
価。


